
板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱 

 

（令和２年３月３１日区長決定） 

（令和３年４月１日一部改正） 

（令和４年４月１日一部改正） 

（令和５年４月１日一部改正） 

 

（目 的） 

第１条 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金（以下「補助金」という。）は、板橋区（以下「区」

という。）内で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長を目指すベンチャー企業並びに創業

間もない起業家に対して賃料の一部を補助し、創業期の経済的負担の軽減を図ることで、区内における

創業を促進し、もって区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とする。 

 

（補助対象物件） 

第２条 補助金の対象となる事務所等は次の各号の全てを満たすものとする。 

(１) 区内に立地する賃貸を目的とした事務所等であること。ただし、区施設及び住居兼用の事務所

等は除く。 

(２) シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス等、空間を他の者と共有する形態

及び住所貸しを主な目的としている事務所等ではないこと。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の対象となる者（以下「事業者」という。）は、次の各号の全てを満たすものとする。 

(１) 次のいずれかに該当する営利を目的とした事業者であること。 

ア 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業１５年以内の事業

者 

イ 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）に基づく認定を受けた事業者又は本年度中に当該

認定を受ける予定の事業者で、創業５年度以内の者 

ウ 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸

工場を退去した日から５年度以内又は本年度中に退去予定の事業者 

（２）信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。 

(３) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業以外の企業（組

合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。）の出

資比率が５０パーセントを超えないこと。 

(４) 法人住民税及び事業税（個人事業者で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税）を滞納

していないこと。 

(５) 許認可等を要する事業を営む場合はその許認可等を得ている者又は取得予定であり取得後にそ

の写しを提出できる者 

(６) 事務所等を賃借する契約の相手方と、３親等以内の親族又は会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第３号の２に規定する子会社等若しくは同条第４号の２に規定する親会社等の関係ではな

いこと。 

(７) フランチャイズチェーンの加盟店等ではないこと。 

(８) 国若しくは東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社、商工会議所その他これに類する

団体から、事務所等の賃料を対象とした補助を受けていないこと。 

(９) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条に規定

する営業に該当しないこと。 

（10）過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 



（11）株主、経営権等から、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者と実質的に同一とみなさ

れる者ではないこと。 

 

（補助対象事業の期間） 

第４条 この要綱による補助金の交付対象となる期間は、第３条第１号アに該当する事業者は３６月、

第３条第１号イ又はウに該当する事業者は２４月を限度とする。 

２ 補助対象期間の始期は、交付決定日の属する月又は事務所等の賃借を開始した月とする。 

３ 月の途中で入居した場合は、入居した月の翌月を補助対象事業の始期とし、月の途中で事務所等を

退去した場合は、退去した月の前月までを補助対象事業の期間とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の補助対象経費は、事務所等の賃料とする。ただし、賃貸人との契約等により事務所等の

賃料が免除されている場合は、補助の対象としないものとする。 

２ 補助対象経費に、消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料等を含まない。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、一の事業者に対し予算の範囲内において交付し、その対象及び額は下表のとお

りとする。 

 補助対象事業者 助成率（月額） 補助限度額（月額） 

第３条第１号アに 

該当する事業者 
補助対象経費の２分の１以内 

２０万円 

第３条第１号イ又は 

ウに該当する事業者 
１０万円 

２ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額と補助限度額のいずれか低い額とする。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書（別記第１号様式）に事業計画書

その他必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

２ 補助対象事業の期間の２年度目（以下「翌年度」という。）に申請しようとする事業者は、翌年度

の４月１日から４月１５日までに申請するものとする。 

 

（交付の決定） 

第８条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容等を審査し、補助金交付の

可否の決定を行うものとする。 

２ 区長は、前項に規定する補助金交付の可否について、補助金交付可否決定通知書（別記第２号様

式）により、申請を行った事業者に通知するものとする。 

３ 区長は、前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。 

４ 補助金の交付決定の額は、第６条の規定により算出する額（１千円未満の端数は切り捨て）とする。 

 

（審査会の設置） 

第９条 区長は、第３条第１号アに該当する事業者の審査を行うため、板橋区ベンチャー企業・起業家支

援賃料補助金審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 前項に規定する審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

（補助対象事業の開始） 



第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定を受けた年度

（初年度に限る。）中に事務所等の賃貸借に関する契約を締結し、当該契約書の写しを添えて、操業

開始届（別記第３号様式）を区長に提出するものとする。ただし、交付申請時に既に事務所等の賃貸

借契約を締結している場合は、この限りでない。 

（申請の取下げ） 

第１１条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決

定の通知を受けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取

下げをすることができる。 

２ 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した

書面を区長に提出しなければならない。 

 

（補助対象事業の変更等） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合又は中止しようとする場合は、

必要な書類を添えて変更等承認申請書（別記第４号様式）を、あらかじめ区長に提出し、その承認を受

けなければならない。 

２ 区長は、前項の承認に際して、必要な条件を付することができる。 

３ 区長は、第１項の申請について審査し、その承認（これに付する、前項に規定する条件を含む。）又

は不承認を、変更等承認（不承認）通知書（別記第５号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、実績報告書（別記第６号様式）

に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の請求・交付） 

第１４条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調

査等を行い、その報告に係る補助対象事業が、補助金の交付決定の内容及びそれに付した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（別記第７号様式）により補

助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により交付すべき補助金の額は、第８条第４項により決定した額を限度として、第６条

の規定に基づき確定する。 

３ 区長は、前項の補助金確定にあたり、条件を付することができる。 

 

（是正のための措置） 

第１５条 区長は、前条第１項の審査の結果、補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させ

るための措置を命じることができる。 

２ 前項に規定する命令に対して補助事業者が必要な措置を講じた場合には、前条の規定により処理す

る。 

 

（補助金の支払等） 

第１６条 区長は、第１４条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者からの請求

に基づき、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため区長が

必要と認めた場合は、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項本文の規定により補助金の支払を受けようとするときには、補助金交付請求書

（別記第８号様式）を、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概

算払請求書（別記第８号の２様式）を区長に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助金の概算払を受けたときは、第１４条第１項に規定する補助金額確定通知書を



受領後、補助金清算書（別記第９号様式）を区長に提出し、速やかに補助金を清算しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１７条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付申請及び交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定

に基づく命令に違反したとき。 

(４) 区長が事業の実施を不適当と認めるとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、取消通知書(第１０号様式)によ

り補助事業者に通知する。 

 

（補助金の返還） 

第１８条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助対象事業に補助金が支払われているときには、期限を定めて補助

事業者にその返還を命じるものとする。 

２ 区長は、第１４条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じることができるものとす

る。 

 

（報告の義務） 

第１９条 第１６条の補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業の完了した日の属する会計年

度の終了後３年間、補助対象事業となった事務所等における操業状況について、操業状況報告書（別記

第１１号様式）その他区長が必要と認める書類を指定する期日までに区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項に定めるもののほか必要と認める場合は、補助対象事業の完了した日の属する会計年

度の終了後５年間報告を求めることができるほか、実地検査を行うことができる。 

 

（補助金の経理等） 

第２０条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理

し、かつ、これらの書類を補助事業者が行う補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年

間保存するものとする。 

 

（操業の継続） 

第２１条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間は、区内にて継

続して操業するよう努めなければならない。 

 

（検査） 

第２２条 補助事業者は、区長が区職員をして、補助事業者が行う補助対象事業の運営及び経理等の状

況その他の必要な事項について報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

 

（違約金及び延滞金の納付） 

第２３条 第１７条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第１８条の規定に

より補助金の返還を命じたときには、区長は、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日

数に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間において既返還額を控除した額）につき年

１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を補助事業者に納

付させなければならない。 



２ 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかっ

たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２４条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金

額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充

てるものとする。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２５条 第２４条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の納

付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、

その納付金額を控除した額による。 

 

 (その他) 

第２６条 補助金の交付に関し、この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則（昭和４

２年板橋区規則第３号）に定めるもののほか、産業経済部長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

  



第 1号様式（第 7条関係）                             年 月 日 

 

(宛先)板橋区長 

                           所在地（〒       ） 

                           板橋区 

                           企業名 

                           代表者役職・氏名            

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付申請書 

 

 

 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 7 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり

申請します。 

 

記 

１ 事業者要件 

 新技術や高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業１５年以内

の事業者。 

 前年度以降に産業競争力強化法の認定を受けた事業者、または本年度中に当該認定を受

ける予定であり、認定後にその写しを提出できる事業者。 

 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又はものづくり研究開発連携センターの貸

工場を退去した日から５年度以内、もしくは本年度中に退去予定の事業者。 

（該当する事業者要件に○） 

 

 

２ 事業実施期間            令和５年８月１日から 令和７年７月３１日まで 

 

 

３ 補助申請金額                                  円 

                                      

         

 

４ 現在この助成金以外で申請している助成対象事業 

申請先 助成対象事業名 テーマ・内容 助成金申請額 本申請との関係 

   円 同一・否 

   円 同一・否 

 



別紙１ 

事 業 計 画 書 

ア 事業者の概要 

ふりがな  ふりがな  
(役職) 

 企業名 
 

 

代表者 

氏名 
 

本社 

所在地 

〒 

設立年月日        年     月    日  資本金           万円 

従業員数 
（   年  月現在） 

計 人（正社員  人・パート  人） 
主たる業種 

（日本標準産業分類中分類） 

主な取扱 

製品・商品 

 

株主等一覧表 

 

※出資比率の高いも

のから記載し、大企

業は【】に○をしてく

ださい。4番目以降は

「ほか○社・者」と記

載してください。 

 
株主名又は 

出資者名 
所在地 大企業 出資比率（％） 

①   【  】  

②   【  】  

③   【  】  

④ ほか(   )社･者 

事業所 

※すべて記

載すること。

欄が足りな

い場合は別

紙（様式自

由）に記載

し、提出する

こと。 

名称 所在地 事務所等施設

の有無 

  
有・無 

  
有・無 

  
有・無 

事務担当者 

ふりがな  

役職 

 

氏名 

 

〒 

部署  

電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

※ご連絡先に板橋区及び板橋区産業公社の産業振興事業に関する情報をお送りさせていただく場合がございます。 



別紙２ 

イ 事業概要 

① 目的 

 

② 現（既存）事務所等の概要 ※事務所等の位置図、現況写真（外部・内部）を添付  

 所在地 （〒        ） 

 所有形態  自社所有 ・  賃借 

 用途地域 

 敷地面積       ㎡ / 建築面積     ㎡ 

 延べ床面面積     ㎡（うち生産施設面積     ㎡） 建築構造     造   階建 

③ 対象事務所等の概要  ※事務所等の位置図、現況写真（外部・内部）を添付 

 所在地 （〒        ） 

 用途地域 

 敷地面積       ㎡ / 建築面積     ㎡ 

 延べ床面面積     ㎡（うち生産施設面積     ㎡） 建築構造     造   階建 

④ 事業スケジュール等 

 契約期間         年  月  日 ～ 年  月  日 

 賃貸借契約予定日     年  月  日 

 入居予定日        年  月  日 

操業開始予定日      年  月  日 

ウ 経営計画 

移転により見込まれ

る効果 

 

 

今後の事業展開 （初年度） 

 

 

（２年度） 

 

 

（３年度） 

 

 

（４年度） 

 

 

（５年度） 

 

 

後継者の有無・育成

計画等 

 

既存事務所等の活用

方法 

（跡地利用予定等） 

 

  



第 2号様式（第 8条関係） 

                                        

                                           年 月 

日 

 

 様 

 

                                    板橋区長    

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付可否決定通知書 

 

 年  月  日付け申請のあった板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金の交付について、内

容を審査した結果、適当と認められるので、板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第８

条第 2項の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。 

    

記 

 

 

  １ 決定内容   

 

（１）補助金交付の可否                （ 可 ・ 否 ） 

 

 

   （２）補助金交付申請額（１千円未満切捨て）                円 

 

 

   （３）交付決定額（１千円未満切捨て）                   円 

 

 

 

 

 

  ２ 交付条件（交付しない理由） 

 

 

  



第 3号様式（第 10条関係）                             年 月 日 

 

 

(宛先)板橋区長 

 

                           所在地（〒       ） 

                            

                           企業名 

                           代表者役職・氏名 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 操業開始届 

 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 10条第 1項の規定に基づき、 年 月 日

付けで提出した事業計画書のとおり操業を開始したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１  操業開始年月日 

 

 

  ２  添付書類 契約書の写し 

 

 

  ３  その他 

 

  



第 4号様式（第 12条関係） 

年 月 日 

 

 

(宛先)板橋区長 

 

所在地（〒） 

 

企業名 

代表者役職 

代表者氏名 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 事業変更等承認申請書 

 

 

年 月 日付け 板産産第 号で交付決定を受けた事業について、下記の理由により変更（＊中止）し

たいので、板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 12条第 1項の規定に基づき、下記

のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 変更（＊中止）する事業 

 

 

 

２ 変更（＊中止）する内容 

 

 

 

３ 変更（＊中止）する理由 

 

 

 

４ 変更（＊中止）予定年月日 

 

 

 

５ 添付書類 

 

  



第 5号様式（第 12条関係） 

年 月 日 

 

 

 

板橋区長 坂本 健 

 

 

事業変更等承認(＊不承認)通知書 

 

年  月  日付け 板産産第  号により交付決定した事業について、板橋区ベンチャー企業・起

業家支援賃料補助金交付要綱第 12条第 3項の規定に基づき、審査した結果、下記のとおり承認（＊不承

認）したので通知します。 

 

記 

 

 

 

１ 承認（＊不承認）の内容 

 

 

 

２ 承認（＊不承認）の理由 

 

 

 

  



第 6号様式（第 13条関係） 

年 月 日 

 

(宛先)板橋区長 

 

                           所在地（〒       ） 

                           板橋区 

                           企業名 

                           代表者役職 

氏名 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 補助事業実績報告書 

 

年  月  日付け 板産産第  号により交付決定を受けた板橋区ベンチャー企業・起

業家支援賃料補助金について、要綱第 13条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。 

   

   

記 

 

   １ 事業実施期間        年  月  日 ～    年  月  日 

              うち   年  月  日 ～    年  月  日分 

 

 

   ２ 本年度交付決定額                          円 

   

   

３ 実施報告書（別紙１） 

 

 

   ４ 添付書類 

 

 



別紙 （第６号様式） 

実 施 報 告 書 

  １ 事業成果 

   ※補助金により得られた効果、事業の効率化及び競争力の強化等の成果について記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 7号様式（第 14条関係） 

                         

                                         年 月 日 

 

 

 

                                    板橋区長    

 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付額確定通知書 

 

 

    年  月  日付け 板産産第  号により交付決定した板橋区ベンチャー企業・起業家支援

賃料補助金については、実績報告書を審査した結果、下記のとおり補助金額を確定したので、板橋区ベ

ンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 14条第 1項の規定に基づき通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

   １ 確定額について 

 

     交付決定額（１千円未満切捨て）                   円 

 

 

     確定額（１千円未満切捨て）                     円 

 

 

   ２ その他 

 

  



第 8号様式（第 16条関係） 

年 月 日 

 

(宛先)板橋区長 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付請求書 

 

 

年 月 日付け 板産産第  号  により交付金額の確定を受けた板橋区ベンチャー企業・起

業家支援賃料補助金について、板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 16条第 2項の

規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

（請求者） 

所在地（〒） 

板橋区 

企業名 

代表者役職 

氏名 

 

１ 補助金交付請求金額 

 

金       円 

 

 

２ 補助金の振込みを希望する金融機関及び口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金融機関名  本・支店名  

口座種類 普通・当座 口座番号  

（カタカナ）  

口座名義  



第 8号の 2様式（第 16条関係） 

年 月 日 

(宛先)板橋区長 

                         （請求者） 

所在地（〒       ） 

                            

                          企業名 

                          代表者役職・氏名 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金概算払請求書 

 

   年  月  日付け 板産産第  号により交付決定を受けた板橋区ベンチャー企業・起業家

支援賃料補助金について、板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 16条第 2項の規定

に基づき、下記のとおり請求します。 

記 

１ 補助事業名 

 新技術や高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業１５年以内

の事業者。 

 前年度以降に産業競争力強化法の認定を受けた事業者、または本年度中に当該認定を受

ける予定であり、認定後にその写しを提出できる事業者。 

 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又はものづくり研究開発連携センターの貸

工場を退去した日から５年度以内、もしくは本年度中に退去予定の事業者。 

 

２ 概算払請求理由 

 

 

３ 交付決定額        金              円 

 

４ 概算払請求額       金              円 

 

５ 残額           金              円 

 

６ 補助金の振込みを希望する金融機関及び口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金融機関名  本・支店名  

口座種類 普通・当座 口座番号  

（カタカナ）  

口座名義  



第 9号様式（第 16条関係）                          

年 月 日 

 

(宛先)板橋区長 

 

                         （請求者） 

所在地（〒       ） 

                            

                          企業名 

                          代表者役職・氏名            

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金清算書 

 

 

   年  月  日付け 板産産第  号により交付金額の確定を受けた板橋区ベンチャー企業・

起業家支援賃料補助金について、標記補助事業が完了したので、板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料

補助金交付要綱第 16条第 3項の規定に基づき、下記のとおり清算します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額        金              円 

 

 

２ 交付確定額        金              円 

 

 

３ 概算払受領済額      金              円 

 

 

４ 清算額          金              円 

 

 

５ 残額           金              円 

 

  



第 10号様式（第 17条関係） 

                         

                                         年 月 日 

 

 

 

                                    板橋区長    

 

 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付決定取消通知書 

 

    年  月  日付け 板産産第  号により交付決定した板橋区ベンチャー企業・起業家支援

賃料補助金については、下記のとおり取り消すべき理由があると認められるため、板橋区ベンチャー企

業・起業家支援賃料補助金交付要綱第 17条第 2項の規定に基づき取り消ししましたので、通知します。 

  なお、この決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内に、

板橋区長に対して意義申立てをすることができます。 

 

記 

 

   １ 取消理由 

 

 

 

 

 

   ２ 取り消す内容 

 

 

  



第 11号様式（第 19条関係） 

年 月 日 

 

(宛先)板橋区長 

 

所在地（〒） 

板橋区 

企業名 

代表者役職 

氏名 

 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 

操業状況報告書 
 

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金について、交付要綱第 19条第 1項の規定に基づき、 

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

 

操業状況等 

 

その他 

特記事項 

 


